
令和６年６月５日  

報道機関 各位 
 

い き い き 市 民 活 動 情 報 
 
長岡市中心市街地活性化協議会から、お薦めの事業に関する情報が寄せられました。 
ついては、下記のとおり概要をお知らせいたしますので、ぜひ、長岡市民の「市民力」

や「地域力」を生かした活動を、貴社で取材くださいますようお願いいたします。 

標 題 
まちなか活性化に取り組む若者を応援！ 

「長岡まちなか若者事業サポート支援金」申請受付中  

日 時 
①７月 15日（月）まで ②８月 31日（土）まで ③10月 31日（木）まで 

※３回に分けて募集。予算に達した時点で終了 

場 所 長岡市中心市街地活性化協議会 Facebookページなどに申込要領を掲載 

内 容 

１ 目的 

若者が中心となって自ら考え取り組む活動に対し支援金を交付し、中心市
街地活性化に資するアイデアの実現をサポートすることで、地域の活性化と
若者の創造性や起業意欲の促進を図るとともに、プレイヤーの掘り起こしに
つなげ、まちなかを盛り上げていく仲間の輪を広げていくことを目的として
います。 

２ 対象事業 

  長岡のまちなかを活性化するとともに、まちなかの魅力発信につながる事
業や取り組み。 

３ 対象者 

下記①・②のいずれかに該当する長岡市内の団体または個人。 
①申請者（団体の場合は構成員の大半）が令和６年４月１日時点において
16歳以上 40歳未満であること。 

②16 歳以上 40 歳未満の人を主な対象として、まちなかにおける活動の支援
を行う団体や個人。 

４ 支援金額（１件当たりの上限額） 

スタート枠 ：上限５万円（対象経費の全額を支援） 

チャレンジ枠：５万円～上限 25万円（対象経費の原則半額を支援） 

５ 申請方法 

  申請内容について事務局に事前相談した 
上で、所定の申請書類を提出してください。 

６ その他 

・令和５年度の支援実績は募集チラシで 

紹介しています。 

  ・申請書類など詳細は下記サイトから。 

URL：https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/3/cd/1740 

問 い 

合わせ 

長岡市中心市街地活性化協議会(事務局：NPO法人ながおか未来創造ﾈｯﾄﾜｰｸ)  

五十嵐 電話：０２５８－３９－２５００ 

情報提

供課名 
中心市街地整備室 松木 電話０２５８－３９－２８０７ 

 

▲支援金を活用して開催された 

「まちナかぶんかさい」（昨年 10月） 

https://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/c/3/cd/1740


 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申請期間◆ 

第 1回：7 月 15日（月）まで 

第 2回：8 月 31日（土）まで 

第 3回：10月 31日（木）まで 
※予算に到達次第、受付を終了します。 

※令和７年２月２８日までに事業を完了させてください。 
◆応募方法◆ 

・申請内容について事前に事務局にご相談ください。(相談は随時受け付けます) 
・その後、所定の申請書類を事務局へ提出してください。 
・申請者は、「まちづくり部会」において、申請内容についてプレゼンを行う 
ことを要件とし、採択の可否を決定します。 

 

長岡市中心市街地活性化協議会 

令和６年度「長岡まちなか若者事業サポート支援金」 
募集のお知らせ 

申込み・お問合せ先 

長岡市中心市街地活性化協議会 事務局 
   特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワーク 

   TEL：39-2500 E-mail：network@ao-re.jp 

 
支援金額 

 

 

 

 チャレンジ枠:上限２５万円 

対象経費の半額（原則）を支援します 

支援実績（令和５年度） 

①まちナかぶんかさい（ゆるまち委員会）【チャレンジ枠】 

 ４大学１高専の学生を中心としたゆるまち委員会が企画し実施に至ったイベント。若者たちのチャレンジ 

ショップと若者たちが自分のしたいことを発表するピッチイベントを中心とした内容で、若者をはじめと 

した多くの方から参加いただくことで中心市街地に興味を持ってもらった。 

②まちなか雪まつり 2024（すまいるらいふサポート）【チャレンジ枠】 

 学生が主となり、雪を使用しデザインされたキャンドルライトアップや、子ども達を対象にした屋台など 

を実施。当初、雪上運動会などを企画していたが、学生同士の交流を図りながらイベントを作り上げ、近 

隣地域の子ども達にも喜ばれ、地域の活性化に繋がった。 

申請対象者 

①・②のいずれかに該当する長岡市内の団体または個人。 

①申請者（団体の場合は構成員の大半）が令和 6年 4月 

1日時点において 16歳以上 40歳未満であること。 

②16歳以上 40歳未満の者を主な対象として、まちなかに 

おける活動の支援を行う団体や個人。 

※高校生は保護者等責任者と申請してください。 

 

 

長岡市内の若者が、長岡のまちなかを活性化するとともに、 

まちなかの魅力発信に繋がる事業や取り組みにかかる費用を支援します。 

 

詳しくはコチラ！ 

スタート枠:上限５万円 

対象経費の全額を支援します 

中心市街地（まちなか）とは 

大手通十字路を中心とした半径 500mを 

含む JR長岡駅周辺を中心とした区域です。 



 

 

 

 

 

１．事業目的 

若者が中心となって自ら考え取り組む活動に対し支援金を交付し、中心市街地（まちなか）活性化

に資するアイデアの実現をサポートすることで、地域の活性化と若者の創造性や起業意欲の促進を

図るとともに、プレイヤーの掘り起こしに繋げ、まちなかを盛り上げていく仲間の輪を広げていく

ことを目的としています。 

 

 

２．制度概要  

対 象 事 業 

 

長岡の中心市街地（※まちなか）を活性化するとともに、まちなかの魅力発

信に繋がる事業や取り組み。 

※長岡市中心市街地活性化基本計画で定義する区域（裏面参照） 

事 業 対 象 者 

 

下記①・②のいずれかに該当する者または団体。 

①申請者（団体の場合は構成員の大半）が令和 6年 4月 1日時点において 16

歳以上 40歳未満であること。 

※申請者が高校生の場合、保護者等の責任者を必要とする。 

②16 歳以上 40 歳未満の者を主な対象として、まちなかにおける活動を支援

することを目的とする団体や個人。 

支 援 金 額 Ａ：スタート枠：1件当たりの上限 5万円 

  対象経費の全額を支援する。 

Ｂ：チャレンジ枠：1件当たり 5万円～上限 25万円 

対象経費の半額（原則）を支援する。（1,000円未満切捨て） 

※事業実施前の支援金交付も可能です。 

事業実施期間 令和 7年 2月 28日まで 

助 成 件 数 スタート枠  5件程度 

チャレンジ枠 3件程度 

注 意 事 項 ①事業実施に直接必要な経費を対象とし、以下については原則として助成対

象外とします。 

 a）固定費支払い 

（人件費・労務費、飲食、娯楽、接待等費用、地代家賃、旅費、 

水道光熱費、利子割引料、租税公課） 

 b）その他、まちづくり部会で協議の上、対象と認めないもの。 

②申請後、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

③採択の可否などの理由についてはお答えできません。 

④1申請者・団体につき事業年度内に原則 1回まで利用可とする。 

 

 

３．申請方法 

   ・申請内容について事前に事務局にご相談ください。(相談は随時受け付けます) 

・所定の申請書類を事務局へ提出してください。 

・申請者は、「まちづくり部会」において、申請内容についてプレゼンを行うことを 

要件とし、採択の可否を決定します。 

 

 

長岡市中心市街地活性化協議会 

令和６年度「長岡まちなか若者事業サポート支援金」申込要領 



実績報告 

４．申請期間 

   第 1回：7月 15日（月）まで 

第 2回：8月 31日（土）まで 

第 3回：10月 31日（木）まで 

※予算に到達次第、受付を終了します。 

 

５．その他 

（１）本制度適用が決定した事業については、指定の口座へ支援金を振込みます。 

（２）事業完了後は、当事務局まで実績報告書類を提出いただくとともに、まちづくり部会 

において、成果報告をしていただきます。 

 

●スケジュール（予定） 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

上記スケジュールを参考に、事業実施に間に合うよう申請を行ってください。 

また、令和７年２月２８日までに事業を完了させ、実績報告を提出する必要があります。 

 

●「中心市街地（まちなか）」の範囲について 

 大手通十字路を中心とした、 

およそ半径 500ｍ以内の区域を含む、 

ＪＲ長岡駅周辺の商業地域及び近隣 

 商業地域を中心とした約 96.3haの区域。 

 （右図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

申込み・お問合せ先 

長岡市中心市街地活性化協議会 事務局 
    特定非営利活動法人ながおか未来創造ネットワーク 
    TEL：39-2500 E-mail：network@ao-re.jp 

 

終了 
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支援金交付(概算) 

＜事業実施期間：交付決定日から R7/2/28 まで＞ 

事前 
相談 

①7/15 まで 
②8/31 まで 
③10/31 まで 

①7 月下旬 
②9 月下旬 
③11 月下旬 

①8 月中旬 
②10 月中旬 
③12 月中旬 


